
 

・  

家
庭
内
、
親
族
間
、
近
隣
間
の
も
め
ご

と
・
悩
み
ご
と
な
ど
、
毎
日
の
暮
ら
し

の
中
で
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

 

・  

い
じ
め
、
体
罰
、
女
性
差
別
、
外
国
人

差
別
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
差
別
問
題

①
８
月
８
日
㈰

会
南
魚
沼
市
民
会
館
２
階 

婦
人
会
館

　

和
室

相
人
権
擁
護
委
員

 

・  

青
木
智
子
〔
栄
町
〕

 

・  

勝
又
由
美
子
〔
金
城
〕

②
８
月
４
日
㈬

会 

湯
之
谷
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
〔
魚
沼
市

井
口
新
田
５
４
７

－

１
２
〕

相
人
権
擁
護
委
員

①
②
共
通
事
項

時 

午
後
１
時
～
４
時
（
受
付
：
午
後
３
時

ま
で
）

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

　

マ
ル
チ
商
法
や
資
格
商
法
に
よ
る
消
費

者
ト
ラ
ブ
ル
、
多
重
債
務
、
不
動
産
、
相

続
、
離
婚
な
ど
の
法
律
問
題
に
、
弁
護
士

が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
７
月
15
日
㈭　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

会
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

定
５
人
（
１
人
約
30
分
）

〆
７
月
14
日
㈬　

正
午

申 

電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
（
受
付
：
午

前
９
時
～
午
後
４
時
）

※ 

弁
護
士
と
の
相
談
時
間
を
有
効
に
使
え

る
よ
う
、
申
込
み
時
に
相
談
員
が
概
要

を
伺
い
ま
す
。相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、

お
受
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

　

あ
な
た
が
抱
え
て
い
る
悩
み
を
話
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

対 

市
内
在
住
の
ニ
ー
ト
・
ひ
き
こ
も
り
・

高
等
学
校
不
登
校
な
ど
に
悩
む
義
務
教

育
終
了
～
39
歳
の
若
者
ま
た
は
家
族

日
①
７
月
27
日
㈫　

午
後
２
時
～
３
時

　

②
８
月
５
日
㈭　

午
前
10
時
～
11
時

会
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

〆
①
７
月
21
日
㈬

　

②
８
月
３
日
㈫

申
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

他 

相
談
員
に
よ
る
電
話
相
談
・
来
所
相
談

に
、
随
時
応
じ
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連

し
た
、
法
的
な
問
題
に
対
応
す
る
た
め
、

８
月
31
日
㈫
ま
で
無
料
法
律
相
談
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

※ 

相
談
回
数
は
、
同
一
問
題
に
つ
き
１
日

１
回
、
期
間
内
に
合
計
２
回
を
上
限
と

し
ま
す

面
談
相
談

　

事
前
に
予
約
が
必
要
。
月
～
金
曜
日
の

午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で
に
電
話
で
ご

予
約
く
だ
さ
い
。

　

☎
０
２
５
８
・
８
６
・
５
５
３
３

対
事
業
者
以
外

会 

新
潟
県
弁
護
士
会 

長
岡
相
談
所
［
長

岡
市
三
和
三
丁
目
１
２
３

－

10
］

電
話
相
談

　

予
約
不
要
。

　

 

火
・
木
曜
日
の
午
後
１
時
～
３
時
（
７

月
22
日
（
木
・
祝
）
を
除
く
）
ま
で
に
、

電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

☎
０
２
５
・
２
２
２
・
７
３
０
０

対
だ
れ
で
も

ひ
ま
わ
り
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル

　

法
律
事
務
所
で
面
談
相
談
を
行
い
ま

す
。
月
～
金
曜
日
の
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
４
時
ま
で
に
電
話
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
受
付
後
、
弁
護
士
と
相

談
日
程
を
調
整
し
ま
す
。

　

☎
０
５
７
０
・
０
０
１
・
２
４
０

対
事
業
者

　

県
で
は
、
手
話
通
訳
を
必
要
と
す
る
人

が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
疑

い
が
あ
る
場
合
に
、
安
心
し
て
病
院
の
受

診
な
ど
が
で
き
る
よ
う
、
遠
隔
手
話
通
訳

サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

遠
隔
手
話
通
訳
と
は
、
ろ
う
者
と
手
話

通
訳
者
が
対
面
せ
ず
、
離
れ
た
場
所
で
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
て

手
話
通
訳
を
受
け
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
の
疑
い
が
あ
り
、
保
健
所
の
検

査
を
受
け
る
場
合
や
、
帰
国
者
・
接
触
者

相
談
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
て
受
診
す
る
場
合

に
限
り
、
利
用
で
き
ま
す
。

※ 

こ
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
は
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ

の
ア
プ
リ
が
必
要
で
す
。
利
用
方
法
な

ど
詳
し
く
は
、市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
遠

隔
手
話
通
知
サ
ー
ビ
ス
」
で
検
索
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い

問 

法
務
局 

南
魚
沼
支
局

☎
７
７
２
・
２
１
６
４

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

～
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
～

問 

新
潟
県
弁
護
士
会 

長
岡
相
談
所

☎
０
２
５
８
・
８
６
・
５
５
３
３

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連

無
料
法
律
相
談

問
・
申 
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
７
８
８
・
１
９
５
１

臨
床
心
理
士
に
よ
る
「
こ
こ
ろ

の
相
談
会
」
～
秘
密
厳
守
～

問
・ 

申 

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

　

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

遠
隔
手
話
通
訳
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
ま
す

催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

健
康
・
福
祉

問
・
申 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
２
・
２
５
４
１

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談 
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